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宮崎県告示第 314号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第64条の規定により、育成医療及び更生医

療を行う指定自立支援医療機関の所在地変更について次のとおり届

出があった。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

変 更
年月日

所在地
所在地名 称

変更後変更前

平成27年
４月１日

都城市太郎
坊町1364番
地１

都城市大岩
田町5822番
地３

都城市都城市郡医師
会病院

宮崎県告示第 315号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡門川町大字川内字長堀36

01－１、字畑ノ中3602－１

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに門川町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 316号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成27年５月７日から平成27年５月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 317号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成27年５月７日から平成27年５月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

332．07．7～

18．5

旧延岡市北方

町笠下字猪

ノ元寅1538

番１地先か

ら同市上三

輪町3155番

11まで

北方土

々呂線

県道49

332．08．6～

20．2

新
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンモール都城駅前

都城市栄町4672番地 外34筆

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

イオンモール株式会社 代表取締役社長 吉田昭夫

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３ 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社ダイエー 代表取締役社長 近澤靖英

兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目１番１

株式会社良品計画 代表取締役 金井政明

東京都豊島区東池袋四丁目26番３号

株式会社テヅカ 代表取締役 手塚剛一

宮崎市港東一丁目７番１号

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会

社 代表取締役社長 土居健人

東京都中央区築地５－６－４浜離宮三井ビルディ

ング５・６階

株式会社パルバージョン 代表取締役 井上治

宮崎市恒久6137－57

株式会社東京デリカ 代表取締役会長 木山茂年

東京都葛飾区新小岩一丁目48番地14号

株式会社トナミ 代表取締役 湊道男

都城市千町4871番地８

株式会社ツツミ 代表取締役会長 堤征二

埼玉県蕨市中央四丁目24番26号

株式会社ジーフット 代表取締役会長 松井博史

愛知県名古屋市千種区今池三丁目４番10号

田中書店株式会社 代表取締役 田中義久

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成27年５月７日延岡市北方

町笠下字猪

ノ元寅1538

番１地先か

ら同市上三

輪町3155番

11まで

北方土

々呂線

県道49

公公 告告

都城市中原町19街区３号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号

株式会社アルペン 代表取締役社長 水野泰三

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目９番40号

イオンペット株式会社 代表取締役 小川明宏

千葉県市川市南八幡４－17－８

株式会社アステップ 代表取締役 犬伏和章

鹿児島県鹿児島市千日町４番１号

株式会社プラスハート 代表取締役 松尾正司

大阪府大阪市中央区北浜一丁目９番９号

愛眼株式会社 代表取締役社長 下條三千夫

大阪府大阪市天王寺区大道四丁目９番12号

株式会社アイジーエー 代表取締役会長 五十嵐

義和

福井県越前市矢放町十三丁目８番９号

株式会社Ｋ－ＧＯＬＤインターナショナル 代表

取締役 横田光夫

静岡県浜松市中区西丘町 276番地の５

株式会社キング 取締役社長 山田幸雄

東京都品川区西五反田２－14－９

株式会社輝幸 代表取締役 重久忠行

鹿児島県鹿児島市西千石町７番10号

株式会社谷呉服店 代表取締役 谷もと子

福岡県筑紫野市二日市中央二丁目３番２号

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井秀蔵

兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１

有限会社山牟田商店 代表取締役 山牟田光宏

宮崎市霧島五丁目16番地４

有限会社ライフ 代表取締役 末松輝章

大分県宇佐市大字南宇佐2167の６

株式会社イタリアントマト 代表取締役会長 遠

藤勝利

東京都品川区東品川４－12－４品川シーサイドフ

ォレストオーバルガーデン２階

株式会社アドバンス 代表取締役 柊崎庄二

小林市細野 288－１

株式会社夢や 代表取締役社長 安藤恵美子

香川県高松市松縄町1004－１

株式会社クボ 代表取締役 久保光史

福岡県福岡市中央区天神二丁目９－ 113

有限会社ラ・ヴィー 代表取締役 瀬戸山貴子

都城市中町13街区１号

有限会社花久 代表取締役 久冨木多華子

都城市牟田町５－５

株式会社トミヤ 代表取締役 野口博史

都城市上町14街区２号

キンバレー株式会社 代表取締役 岩坪謙吉

東京都港区虎ノ門４－３－13ヒューリック神谷町

ビル５階

有限会社上村石油商会 代表取締役 上村勝久

都城市安久町6028番地

株式会社ファイブフォックス 代表取締役 上田

稔夫
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東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目60番７号

株式会社三愛 代表取締役社長 村上清治

東京都渋谷区代々木四丁目33番10号トーシンビル

４階

株式会社サンライズトレーディング 代表取締役

小池賢二

宮崎市大塚台西三丁目29番11号

株式会社ゴンゼレス 代表取締役 福重勝久

鹿児島県霧島市国分福島二丁目2281番地１

株式会社クローズアップ・ソノヤ 代表取締役社

長 宅島祥夫

大分県中津市新博多町1723番地の１

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役社長

大野禄太郎

東京都中央区京橋１－11－２八重洲ＭＩＤビル６

階

株式会社ニコル 代表取締役 木野村尚孝

東京都渋谷区東一丁目32番12号

株式会社ライトオン 代表取締役 横内達治

茨城県つくば市吾妻一丁目11番１

島村楽器株式会社 代表取締役会長 島村元紹

東京都江戸川区平井六丁目37番３号

株式会社ベスト電器 代表取締役 小野浩司

福岡県福岡市博多区千代六丁目２番33号

小島弘（ベンガル）

都城市中町８－６

株式会社チチカカ 代表取締役 木南仁志

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目２番３号新横

浜第一竹生ビル４階

株式会社アートヴィレッヂ 代表取締役社長 赤

池輝子

東京都墨田区石原四丁目15番４号

株式会社めのや 代表取締役 新宮正朗

島根県松江市玉湯町玉造 325番地

株式会社ハニーズ 代表取締役 江尻義久

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の１

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田利昭

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目３番１号

株式会社パレモ 代表取締役 小田保則

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社ベベ 代表取締役 岡本吉史

兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目２番５号

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル 代表取締

役 小野行由

兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目４番１号

クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長 山口

義貴

東京都中央区日本橋人形町一丁目１番11号

株式会社キャンパス 代表取締役社長 山本長作

福岡県北九州市小倉南区下曽根一丁目14番19号

株式会社サンリオ 代表取締役社長 辻信太郎

東京都品川区大崎一丁目11番１号

テレニシ株式会社 代表取締役 辻野秀信

大阪府大阪市中央区城見一丁目２番27号クリスタ

ルタワー14階

（変更後）株式会社ダイエー 代表取締役社長 近澤靖英

兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目１番１

株式会社良品計画 代表取締役 金井政明

東京都豊島区東池袋四丁目26番３号

株式会社テヅカ 代表取締役 手塚剛一

宮崎市港東一丁目７番１号

株式会社パルバージョン 代表取締役 井上治

宮崎市恒久6137－57

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会

社 代表取締役社長 土居健人

東京都中央区築地５－６－４浜離宮三井ビルディ

ング５・６階

株式会社東京デリカ 代表取締役会長 木山茂年

東京都葛飾区新小岩一丁目48番地14号

株式会社トナミ 代表取締役 湊道男

都城市千町4871番地８

株式会社ツツミ 代表取締役会長 堤征二

埼玉県蕨市中央四丁目24番26号

株式会社ジーフット 代表取締役会長 松井博史

愛知県名古屋市千種区今池三丁目４番10号

田中書店株式会社 代表取締役 田中義久

都城市中原町19街区３号

ギャップジャパン株式会社 代表取締役 エリン

ノーラン

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－32－10

株式会社アルペン 代表取締役社長 水野泰三

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目９番40号

イオンペット株式会社 代表取締役 小川明宏

千葉県市川市南八幡４－17－８

株式会社アステップ 代表取締役 犬伏和章

鹿児島県鹿児島市千日町４番１号

株式会社プラスハート 代表取締役 松尾正司

大阪府大阪市中央区北浜一丁目９番９号

愛眼株式会社 代表取締役社長 下條三千夫

大阪府大阪市天王寺区大道四丁目９番12号

株式会社ハニーズ 代表取締役 江尻義久

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の１

株式会社アイジーエー 代表取締役会長 五十嵐

義和

福井県越前市矢放町十三丁目８番９号

株式会社Ｋ－ＧＯＬＤインターナショナル 代表

取締役 横田光夫

静岡県浜松市中区西丘町 276番地の５

株式会社キング 取締役社長 山田幸雄

東京都品川区西五反田２－14－９

株式会社輝幸 代表取締役 重久忠行

鹿児島県鹿児島市西千石町７番10号

株式会社谷呉服店 代表取締役 谷もと子

福岡県筑紫野市二日市中央二丁目３番２号

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井秀蔵

兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１

有限会社山牟田商店 代表取締役 山牟田光宏

宮崎市霧島五丁目16番地４
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株式会社クロスカンパニー 代表取締役社長 石

川康晴

岡山県岡山市北区幸町２－８

株式会社レプハウス 代表取締役 堀口康弘

東京都世田谷区太子堂１－４－24荻藤ビル７階

有限会社ライフ 代表取締役 末松輝章

大分県宇佐市大字南宇佐2167の６

株式会社イタリアントマト 代表取締役会長 遠

藤勝利

東京都品川区東品川４－12－４品川シーサイドフ

ォレストオーバルガーデン２階

株式会社アドバンス 代表取締役 柊崎庄二

小林市細野 288－１

株式会社夢や 代表取締役社長 安藤恵美子

香川県高松市松縄町1004－１

株式会社クボ 代表取締役 久保光史

福岡県福岡市中央区天神二丁目９－ 113

有限会社ラ・ヴィー 代表取締役 瀬戸山貴子

都城市中町13街区１号

有限会社花久 代表取締役 久冨木多華子

都城市牟田町５－５

株式会社トミヤ 代表取締役 野口博史

都城市上町14街区２号

キンバレー株式会社 代表取締役 岩坪謙吉

東京都港区虎ノ門４－３－13ヒューリック神谷町

ビル５階

有限会社上村石油商会 代表取締役 上村勝久

都城市安久町6028番地

株式会社三愛 代表取締役社長 村上清治

東京都渋谷区代々木四丁目33番10号トーシンビル

４階

株式会社サンライズトレーディング 代表取締役

小池賢二

宮崎市大塚台西三丁目29番11号

株式会社ゴンゼレス 代表取締役 福重勝久

鹿児島県霧島市国分福島二丁目2281番地１

株式会社クローズアップ・ソノヤ 代表取締役社

長 宅島祥夫

大分県中津市新博多町1723番地の１

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役社長

大野禄太郎

東京都中央区京橋１－11－２八重洲ＭＩＤビル６

階

株式会社ニコル 代表取締役 木野村尚孝

東京都渋谷区東一丁目32番12号

株式会社ライトオン 代表取締役 横内達治

茨城県つくば市吾妻一丁目11番１

島村楽器株式会社 代表取締役会長 島村元紹

東京都江戸川区平井六丁目37番３号

株式会社ベスト電器 代表取締役 小野浩司

福岡県福岡市博多区千代六丁目２番33号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号

小島弘（ベンガル）

都城市中町８－６

株式会社チチカカ 代表取締役 木南仁志

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目２番３号新横

浜第一竹生ビル４階

株式会社アートヴィレッヂ 代表取締役社長 赤

池輝子

東京都墨田区石原四丁目15番４号

株式会社めのや 代表取締役 新宮正朗

島根県松江市玉湯町玉造 325番地

株式会社ファイブフォックス 代表取締役 上田

稔夫

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目60番７号

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田利昭

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目３番１号

株式会社パレモ 代表取締役 小田保則

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社ベベ 代表取締役 岡本吉史

兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目２番５号

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル 代表取締

役 小野行由

兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目４番１号

クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長 山口

義貴

東京都中央区日本橋人形町一丁目１番11号

株式会社キャンパス 代表取締役社長 山本長作

福岡県北九州市小倉南区下曽根一丁目14番19号

株式会社サンリオ 代表取締役社長 辻信太郎

東京都品川区大崎一丁目11番１号

テレニシ株式会社 代表取締役 辻野秀信

大阪府大阪市中央区城見一丁目２番27号クリスタ

ルタワー14階

４ 変更の年月日

平成27年４月17日

５ 変更した理由

小売業者の出退店のため

６ 届出年月日

平成27年４月22日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成27年５月７日から平成27年９月７日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成27年５月７日から平成27年９月７日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
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店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、延岡市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成27年５月７日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）オリックス貸店舗

延岡市昭和町二丁目55番１ 外

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第５条第１項の規定による届出

大規模小売店舗の新設

平成27年２月24日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成27年５月７日から平成27年６月８日まで

宮崎県選挙管理委員会告示第22号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40

万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得

た数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える

数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成27年４

月18日現在次のとおりである。

平成27年５月７日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18，409人

選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え

80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分

の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 215，051人

宮崎県選挙管理委員会告示23号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以

下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成27年４月18日現在次の

とおりである。

平成27年５月７日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

宮崎市選挙区 108，524人

延岡市選挙区 35，128人

日南市選挙区 15，667人

小林市・西諸県郡選挙区 15，946人

日向市選挙区 17，032人

串間市選挙区 5，597人

宮崎県選挙管理委員会告示24号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40

万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得

た数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える

数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成27年４

月20日現在次のとおりである。

平成27年５月７日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18，408人

選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え

80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分

の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 215，046人

宮崎県選挙管理委員会告示第25号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以

下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成27年４月20日現在次の

とおりである。

平成27年５月７日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

小林市・西諸県郡選挙区 15，945人

西都市・西米良村選挙区 9，139人

北諸県郡選挙区 6，732人

東諸県郡選挙区 7，757人

児湯郡選挙区 19，604人

東臼杵郡選挙区 8，206人

宮崎県選挙管理委員会告示第26号

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示
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公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４

項第２号の規定により、不在者投票のできる施設の指定を次のとお

り変更した。

平成27年５月７日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

変 更 内 容新旧

の別

変更

事由

名 称

独立行政法人国立病院機構都城

医療センター

新名称独立行政法人国

立病院機構都城

医療センター

独立行政法人国立病院機構都城

病院

旧
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